
変 更 契 約 年 月 日

契 約 業 者

契 約 業 者 の 住 所

工 事 の 名 称

工 事 場 所

工 事 種 別

舗装 1 式

道路土工 1 式 仮設工 1 式

法面工 1 式 情報ボックス移設工 1 式

舗装工 1 式 道路維持 1 式

排水構造物工 1 式

擁壁工 1 式

道路付属物工 1 式

防護柵工 1 式

区画線工 1 式

大型土のう工 1 式

構造物撤去工 1 式

工 期 （ 自 ）

工 期 （ 至 ）

変更前の契約金額 円（税込み）

変 更 金 額 円（税込み）

変更後の契約金額 円（税込み）

令和６年１０月３１日

179,520,000

181,500,000

361,020,000

Ｒ５国道１７号中村交差点立体改良舗装その１工事（第２回変更）

令和５年７月３日

標準様式 ６－２　（工事）

（第２回 変更） 契約の内容

令和６年６月２５日

佐田建設（株）

群馬県前橋市元総社町一丁目１番地の７

群馬県渋川市中村地先

アスファルト舗装工事

工　　事　　概　　要

　本工事は、上記の工事場所において、以下の内容でアスファルト舗装工事を行うものである。



変 更 理 由

１．道路土工
　　　現地精査の結果、掘削及び土砂等運搬の施工数量に変更が生じたため、掘削工を
　　増工する。
２．法面工
　　　植生工について、現地精査の結果、当初設計である種子散布及び植生基材吹付に
　　比べて、施工の簡易化、工事費の削減が可能な、法面浸食防止機能を有する植生シ
　　ートに変更があったため、植生工を減工する。
３．舗装工
　　　現場ＣＢＲ試験の結果、当初設計であるＣＢＲ値３％の舗装構成からＣＢＲ値１２％
　　の舗装構成に変更する必要が生じたため、アスファルト舗装工を減工する。
４．排水構造物工
　　　管渠工及び集水枡・マンホール工について、現地測量の結果、管渠工・集水枡設置
　　箇所の既設横断暗渠の高さ及び位置に関して図面との差異があり、管渠工・集水枡の
　　計画高及び延長に変更が生じたため、管渠工を減工し、集水枡・マンホール工を増工
　　する。
５．擁壁工
　　　詳細設計成果の引き渡しに伴い、擁壁工を一式追加する。
６．道路付属物工
　　　現地精査の結果、車線切替に伴い、安全施設として縁石鋲・車線分離標・クッション
　　ドラムを設置する必要が生じたため、道路付属物工を追加する。
７．防護柵工
　　　現地精査の結果、ガードレールの施工数量に変更が生じたため、路側防護柵工を増
　　工する。
８．区画線工
　　　詳細設計成果の引き渡しに伴い、区画線の施工数量に変更が生じたため、区画線
　　工を増工する。
９．大型土のう工
　　　現地精査の結果、土のうの施工数量に変更が生じたため、大型土のう工を増工する。
１０．構造物撤去工
　　　現地精査の結果、防護柵撤去工及び構造物取壊し工の数量に変更が生じたため、
　　防護柵撤去工及び構造物取壊し工を増工する。
１１．仮設工
　　　上記・下記工種の増工及び追加に伴い、交通管理工を増工する。
１２．情報ボックス移設工
　　　現地精査の結果、本工事施工箇所である中村交差点付近にある情報ボックス管路
　　及びハンドホールについて、工事の施工に伴い、いずれも移設する必要が生じたため、情
　　報ボックス移設工を追加する。
１３．道路維持
　　　現地精査の結果、車線切替後の車道部となる箇所に深さ５ｃｍ程度のポットホールが
　　あり、路面補修材にて補修する必要が生じたため、舗装補修工を追加する。
１４．共通仮設費
　　　１）三者会議の結果、地形測量及び地形図を作成する必要が生じたため、技術管理
　　　　費を追加する。
　　　２）ＩＣＴ施工（舗装工）実施に伴い、技術管理費を追加する。
　　　３）ＢＩＭ／ＣＩＭ活用に伴い、技術管理費を追加する。
　　　４）補強土壁部の地盤改良に伴うボーリング調査を行う必要が生じたため、技術管理
　　　　費を追加する。
　　　５）現地精査の結果、本工事の発生土について、各種物理試験、力学試験の結果に
　　　　より、本工事等の路体への使用適否の判定をするにあたり、土質試験・土壌試験を
　　　　行う必要が生じたため、技術管理費を追加する。
　　　６）事業損失防止施設（家屋調査）の事前調査実施に伴い、事業損失防止施設費
　　　　を追加する。
１５．工期
　　　上記工種の増工・追加に伴い、工期については１２５日延伸し、令和６年１０月３１日
　　までとする。



変 更 契 約 年 月 日

契 約 業 者

契 約 業 者 の 住 所

工 事 の 名 称

工 事 場 所

工 事 種 別

舗装 1 式

道路土工 1 式 仮設工 1 式

法面工 1 式 情報ボックス移設工 1 式

舗装工 1 式 道路維持 1 式

排水構造物工 1 式

擁壁工 1 式

道路付属物工 1 式

防護柵工 1 式

区画線工 1 式

大型土のう工 1 式

構造物撤去工 1 式

工 期 （ 自 ）

工 期 （ 至 ）

変更前の契約金額 円（税込み）

変 更 金 額 円（税込み）

変更後の契約金額 円（税込み）

標準様式 ６－２　（工事）

361,020,000

（第３回 変更） 契約の内容

令和６年１０月２８日

佐田建設（株）

群馬県前橋市元総社町一丁目１番地の７

Ｒ５国道１７号中村交差点立体改良舗装その１工事（第３回変更）

群馬県渋川市中村地先

14,080,000

375,100,000

アスファルト舗装工事

工　　事　　概　　要

　本工事は、上記の工事場所において、以下の内容でアスファルト舗装工事を行うものである。

令和５年７月３日

令和６年１１月２９日



変 更 理 由

１．道路土工
　　　現地精査の結果、掘削及び土砂等運搬の施工数量に変更が生じたため、掘削工を
　　増工する。

２．舗装工
　　　現地精査の結果、本線横断部（表層、基層、上層路盤、下層路盤）の施工数量に
　　変更が生じたため、アスファルト舗装工を増工する。

３．排水構造物工
　　　現地精査の結果、管渠型側溝の施工数量に変更が生じたため、側溝工を減工する。

４．擁壁工
　　　現地精査の結果、敷均し・締固め工の施工数量に変更が生じたため、帯鋼補強土
　　壁・アンカー補強土壁工を減工する。

５．道路付属物工
　　　現地精査の結果、歩車道境界ブロック・シールコンクリートの施工数量に変更が生じた
　　ため、縁石工を増工する。

６．防護柵工
　　　現地精査の結果、ガードレール及び置き式ガードレールの施工数量に変更が生じたた
　　め、路側防護柵工を減工する。

７．区画線工
　　　現地精査の結果、区画線の規格をペイント式から溶融式に変更する必要が生じたた
　　め、区画線工を増工する。

８．大型土のう工
　　　現地精査の結果、土のうの施工数量に変更が生じたため、大型土のう工を減工す
　　る。

９．構造物撤去工
　　　現地精査の結果、コンクリート構造物取壊し、舗装板切断の施工数量に変更が生じ
　　たため、構造物取壊し工を増工する。

１０．仮設工
　　　上記・下記工種の増工に伴い、交通管理工を増工する。

１１．情報ボックス移設工
　　　現地精査の結果、情報ボックス移設工の施工数量に変更が生じたため、情報ボックス
　　移設工を増工する。

１２．道路維持
　　　現地精査の結果、路面補修の施工数量に変更が生じたため、舗装補修工を増工す
　　る。

１３．共通仮設費
　　　１）重建設機械分解組立輸送費として運搬費を増工する。
　　　２）防護柵の出来形管理のための非破壊試験費用、ＩＣＴの保守管理費及びシステム
　　　初期費、試掘調査費用として、技術管理費を増工する。
　
１４．工期
　　　上記工種の増工に伴い、工期については２９日延伸し、令和６年１１月２９日までとす
　　る。



変 更 契 約 年 月 日

契 約 業 者

契 約 業 者 の 住 所

工 事 の 名 称

工 事 場 所

工 事 種 別

舗装 1 式

道路土工 1 式 仮設工 1 式

法面工 1 式 情報ボックス移設工 1 式

舗装工 1 式 道路付属施設工 1 式

排水構造物工 1 式 道路維持 1 式

擁壁工 1 式

道路付属物工 1 式

防護柵工 1 式

区画線工 1 式

大型土のう工 1 式

構造物撤去工 1 式

工 期 （ 自 ）

工 期 （ 至 ）

変更前の契約金額 円（税込み）

変 更 金 額 円（税込み）

変更後の契約金額 円（税込み）

7,095,000

382,195,000

アスファルト舗装工事

工　　事　　概　　要

　本工事は、上記の工事場所において、以下の内容でアスファルト舗装工事を行うものである。

令和５年７月３日

令和６年１１月２９日

375,100,000

（第４回 変更） 契約の内容

令和６年１１月２７日

佐田建設（株）

群馬県前橋市元総社町一丁目１番地の７

Ｒ５国道１７号中村交差点立体改良舗装その１工事（第４回変更）

群馬県渋川市中村地先

標準様式 ６－２　（工事）



変 更 理 由

　１．道路土工
　　　現地精査の結果、盛土部の法面整形の施工数量に変更が生じたため、法面整形工
　　を減工する。

　２．舗装工
　　　現地精査の結果、車道舗装部（表層、中間層、基層、上層路盤、下層路盤）の施
　　工数量に　 変更が生じたため、アスファルト舗装工を増工する。

　３．排水構造物工
　　　現地精査の結果、管渠型側溝及びＬ型側溝の施工数量に変更が生じたため、側溝
　　工を減工する。

　４．擁壁工
　　　現地精査の結果、コンクリートブロック積の施工数量に変更が生じたため、ブロック積工
　　を増工する。

　５．道路付属物工
　　　現地精査の結果、交通切り替えに伴い、案内看板や規制標識等を設置する必要が
　　生じたため、道路付属物工を増工する。

　６．防護柵工
　　　現地精査の結果、ガードレール及び置き式ガードレールの施工数量に変更が生じたた
　　め、路側防護柵工を減工する。

　７．区画線工
　　　現地精査の結果、溶融式区画線及びペイント式区画線の施工数量に変更が生じた
　　ため、区画線工を増工する。

　８．大型土のう工
　　現地精査の結果、土のうの施工数量に変更が生じたため、大型土のう工を増工する。

　９．構造物撤去工
　　　現地精査の結果、ＳＲフェンス基礎運搬の施工数量に変更が生じたため、運搬処理
　　工を増工する。

１０．仮設工
　　　交通管理工について数量精査（減）する。

１１．共通仮設費
　　　１）仮設材運搬費についてＨ鋼ガードレールの施工数量に変更が生じたため、運搬費
　　　　 を減工する。
　　　２）快適トイレの設置に伴い、営繕費を追加する。
　
１２．工期
　　　工期の延伸は行わないものとする。


